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また全日本病院協会の契約例では

〔団体契約例（団体契約を通じた電話医療通訳の利

用促進事業」開始当初の内容）〕

１．団体契約の窓口（北海道医師会等）に利用申

請書を提出

２．医療機関の電話番号を医療通訳サービス提供

会社に事前登録

３．30分までは無料通話が可能

４．月30分以上の利用があった場合は超過料金を

医療通訳サービス提供会社に直接支払う

　　【例：５分毎に2,700円（税抜き）の料金を加算】

となっている。

　電話医療通訳の費用としては、今回の調査では

月額3,000円以内が妥当という意見が多かった。東

京都医師会でも同様の調査をしており、こちらは

5,000円以内なら使用したいという意見が多かった

との報告がある。

　電話医療通訳の使用法の説明については団体契約

の場合は、契約会社による複数回の研修会・講習会

を実施することが可能である。

　また、医療通訳において誤訳による医療ミスは医

療者の責任になる可能性が高く、通訳者の質の確保

が重要となる。厚労省では医療通訳試験の認定を行

い、認定試験に合格したものを認定医療通訳士とす

る方針である。通訳士の適切性について医療機関か

ら評価する仕組みも必要と日本医師会の外国人医療

対策委員会の答申でも提言されている。

おわりに

　この原稿は３月下旬に執筆しており、新型コロナ

ウイルス感染症問題がいつ落ち着くか先が見えず、

外国人医療については、ひとまず保留の状態である。

現在は訪日外国人はほとんどいない状況であるが、

訪日・在留外国人のために道庁のHPでは新型コロナ

ウイルス感染症について多言語で解説している。こ

の感染症が沈静化し、再び外国人が多く来日する時

のために、少しずつ対策を進めることが重要である。

「応急手当WEB」「救急医療啓発パンフレット」へのリンク依頼について

◇救急医療部◇

　当会ホームページでは急病・急な症状時の対応を紹介する「応急手当WEB」、救急医療機関の適切な利

用について理解を深めてもらう「救急医療啓発パンフレット」を登載しております。

　これらの情報をより一層周知することにご協力いただけます医療機関におかれましては、自院ホームペ

ージに下記掲載URLへのリンクをお願いいたします。

　なお、リンク掲載後のご連絡は不要ですが、今後の連携強化のため、リンクのご一報をいただければ幸

いです。

●応急手当WEB

　http://www.hokkaido.med.or.jp/firstaid/

●救急医療啓発パンフレット

　http://www.hokkaido.med.or.jp/hokkaido/ambulance.html

連絡先：北海道医師会事業第四課

　　　　TEL　011-231-1727　　FAX　011-210-4514　　E-mail　4ka@m.doui.jp
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